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議案第93号 

 

大阪市大阪駅周辺地区地域再生エリアマネジメント負担金条例案 

 

（趣旨）  

第１条 この条例は、地域再生法（平成17年法律第24号。以下「法」という。）に基づ

く大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画（大阪駅周辺地区に係る認定地域

来訪者等利便増進活動計画をいう。以下「活動計画」という。）に関し、法第17条の

８第２項の規定に基づく受益事業者の範囲並びに負担金の額及び徴収方法その他

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。 

（受益事業者の範囲） 

第３条 受益事業者の範囲は、活動計画に記載された計画期間（以下「計画期間」と

いう。）における各年度の４月１日において活動計画に受益事業者として記載され

ている者とする。 

（負担金の賦課） 

第４条 負担金は、計画期間における各年度ごとに、前条の規定による各受益事業者

に賦課する。 

（負担金の額） 

第５条 前条の規定により賦課する各受益事業者の負担金の額は、活動計画に記載さ

れた受益事業者の受益額に相当する額に、各年度の４月１日における当該各受益事

業者に係る大規模小売店舗（活動計画に記載された大規模小売店舗立地法（平成10

年法律第91号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。）内の店

舗面積（同条第１項に規定する店舗面積をいう。以下同じ。）の合計を、同日におけ

る全ての大規模小売店舗内の店舗面積の合計で除して得た割合を乗じて得た額と
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する。 

２ 前項の規定により負担金の額を算定する場合において生じる１円未満の端数の処

理については、市長が定める。 

（徴収の手続） 

第６条 市長は、計画期間の各年度の開始後速やかに、前条の規定により算定した額

（以下「各受益事業者納付額」という。）を、各受益事業者から徴収する。 

２ 市長は、各受益事業者納付額を決定したときは、遅滞なく、これを当該受益事業

者に通知しなければならない。 

３ 前項の規定による通知を受けた受益事業者は、市長が定める期日までに各受益事

業者納付額を一括して納付しなければならない。 

（徴収猶予） 

第７条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、各受益事業者納付額

の徴収を猶予することができる。 

（徴収猶予の取消し） 

第８条 市長は、前条の規定により徴収の猶予を受けた受益事業者の財産の状況その

他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その

徴収の猶予を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益事業者に対

してその旨を通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた受益事業者は、当該猶予に係る各受益事業者納付

額を市長が定める期日までに納付しなければならない。 

（減免） 

第９条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、各受益事業者納付額

を減額し、又は免除することができる。 

（還付） 

第10条 各年度において納付された各受益事業者納付額の合計額が法第17条の９第１
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項の規定により交付される交付金の額を上回ることとなったときは、市長は、当該

上回る額を遅滞なく各受益事業者納付額の納付を行った受益事業者に還付しなけ

ればならない。 

（立入検査等） 

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に受益事業者の事

務所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に

質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

（延滞金） 

第12条 法第17条の８第３項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限まで

にその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定期限の翌日から納付する日ま

での期間の日数に応じ、納付すべき金額（その額に1,000円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収す

る。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 

（罰則） 

第13条 詐欺その他不正の行為により負担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収

を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が50,000円を超えな

いときは、50,000円とする。）以下の過料を科する。 

（活動計画の軽微な変更） 

第14条 活動計画に係る地域再生法施行規則（平成17年内閣府令第53号）第42条第３

号の条例で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 受益事業者の商号又は活動計画に記載された店舗名称の変更  

 ⑵ 合併、分割又は事業の譲渡による受益事業者たる地位の移転に伴う受益事業者
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の変更（市規則で定めるものに限る。） 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、活動計画の実施に支障がないと市長が認める変更 

（施行の細目） 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年２月22日提出 

大阪市長  松 井 一 郎   

 

説 明 

 地域再生法に基づき、大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画に係る負担金

を徴収する受益事業者の範囲並びに負担金の額及び徴収方法その他必要な事項を定め

るため、条例を制定する必要があるので、この案を提出する次第である。 
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（参考） 

   地域再生法（抄） 

（負担金の徴収） 

第17条の８ 認定市町村は、前条第８項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計

画（同条第13項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下

「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という。）に基づき認定地域来訪者等利便増

進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充て

るため、当該地域来訪者等利便増進活動により受けると見込まれる利益の限度にお

いて、受益事業者から負担金を徴収することができる。 

２ 前項の場合において、その受益事業者の範囲並びに負担金の額及び徴収方法につ

いては、認定市町村の条例で定める。 

３ 第１項の負担金（以下単に「負担金」という。）を納付しない受益事業者があると

きは、認定市町村は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければな

らない。 

４ 前項の場合においては、認定市町村は、条例で定めるところにより、年14.5パー

セントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することがで

きる。 

５－８ 省 略 


